
令和８年３月１８日 

 

足立区議会議長  た だ 太 郎  様 

 

足立区議会議員 １５ 番 山 中 ちえ子  印 

 

文  書  質  問  書 

 

 会議規則第６０条の２第２項の規定に基づき、次のとおり文書質問書を提出します。 

 

記 
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テ ー マ 及 び 質 問 項 目 

Ⅰ 区基本計画においての「ウェルビーイングの向上」は「学校環境のウェルビーイン

グ向上」「地域のウェルビーイングの向上」なくして実現しない。 

 

 １．国は２０２１年から義務標準法を改定し、ようやく小学校全学年で３５人学級が

実現した。しかし、OECD 諸国の平均は一つのクラスに２０人程度。全国で比較すると、

東京都内では人口が増え、さらに大規模化をすすめる学校統廃合によって１学級あたり

の児童数が最も多い自治体は東京都２３区。足立区もそうだ。 

また、全国学力テストなど競争主義の中、子どもも教員も疲弊している。子どもの不

登校、自死の数は過去最高を更新。少人数学級の評価に関する国立教育研究所の調査で

は「いじめ減少７７％～８８％」「学力向上９４％」と、子どもの命と健康を守る、どの

子にもきめ細かく支援が届くためにゆとりのある少人数学級実現がいよいよ早急に求め

られている。 

（１）少人数学級実現にそなえて、教員が不足している問題を早く解決しておく必要が

ある。２０２５年４月都の教員欠員は０と報道されたが、実態は産育休や病欠の代替教

員が見つからず、特別支援の教員に上限以上の児童を担当させたり、副校長、小学校の

専科担当を担任に回したり、校内の教員で対応している学校も少なくない。非正規の産

休代替や時間講師も合わせるともっと足りない。更に病休・中途退職者が年度中に増え

ている。そのため、子どもたち一人当たりの指導時間が削減される悪循環が生じている。

教員が子どもたちのためのきめ細かいサポートや授業づくりの本来業務に専念できるよ

うにする必要がある。 

公財政教育支出の割合は前年から減少し世界の同経済国の中でワーストだ。暮らしと

平和を押しつぶす軍拡、住宅価格が高騰し、中間層までにも住民追い出しとなる再開発・

タワマン建設への税投入ではなく教育予算への配分にまわすよう国・東京都に緊急的に

要望するべきではないか。 

（２）少人数学級実現のためには、このままでは空き教室が不足する現象が生じる。こ

れ以上の学校統廃合計画はやめるべきではないか。 

 

 ２．学校統廃合（適正規模・適正配置について） 

区は、竹の塚地区、花畑地区、中川地区を対象としたガイドライン案を作りパブリッ
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 クコメントを行ったが、結果は９割の反対だった。しかし、区は意図的に反対の声を小

さく議会に報告し、区民の意見を闇に葬ろうとした。議会で指摘された後、区は「反対

意見は９割」という正しいパブコメ結果を議会に再提出することとなった経緯がある。

その正しい結果を報告した委員会において、区ガイドライン案は見直されず、隠れるよ

うに策定へと急いだ区の姿勢は看過できない。 

その後、次々と実施計画案に矢継ぎ早にすすみ、２月の「竹の塚中と渕江中の統廃合

実施計画案」地域説明会では、轟々たる批判の声が相次いで寄せられたが、区は「新校

はどこに？」などの率直な保護者の問いかけだけを取り上げ、都合よく賛成とみなし、

第２版の実施計画案に更に進む予定とした。また、１月には花畑地区、３月には中川地

区の統廃合実施計画案を文教委員会に報告した。 

（１）間髪入れずに次々と実施計画案に進むのではなく説明会で出された批判、要望に

向き合い立ち止まるべきではないか。 

（２）区は「地域の反対が多ければ進められない」「統合地域協議会が結成できなかった

ら進められない」と繰り返し答弁しているにもかかわらず、実際には批判の声が大きか

った説明会の声には答えず、案を見直すこともせず、さらに進んだ計画案作成だけは強

行する態度であり、住民の合意形成は置き去りにしている事は明らかだ。区民を欺く姿

勢であり看過できない。『開かれた学校づくり協議会（統廃合を進める協議会）』のメン

バーで統合地域協議会をつくると区は説明をしているが、統合地域協議会結成前に、説

明会に出席した保護者、住民を含めて教員、住民に広く呼びかけ統合地域協議会（統廃

合を進める協議会）を結成するか否かの意思表示ができる場を区は、作るべきではない

か。 

（３）区は、情緒が原因のトラブルを抱える子どもの受け入れとして SSR を広げる方針

だ。「登校しづらいつまずきを抱えた子どもの別教室での授業」を、区は効果を期待し工

夫しようとしている。SSR（スモール・ステップ・ルーム）利用者のアンケートを行い計

画も作成している。アンケートの結果を受け区は「少人数・小規模の学び」「子どもの困

難を解決するための教室の多面多様な使い方ができる学校施設環境」が子どもたちに効

果があることを区は必然的に認識している。 

しかし、一方であいかわらず「適正規模・適正配置（学校統廃合）でないと教育力が

向上しない」と『小規模校では教育力向上が図れない』『単独建て替え（統廃合はせずに

それぞれの学校をそれぞれ残す）は、教育力向上になるとは考えていない』などと答弁

し、小規模校を廃止し、統廃合を正当化する主張を続けているが、そろそろ実際の区が

考える教育の理想と「適正規模・適正配置（統廃合）の名目」の整合性が取れなくなっ

ているのではないか。 

そもそも、少人数学級となっている小規模校から SSRは生まれた経緯（「クールダウン」

が必要な生徒のための部屋をつくって困難な生徒に寄り添っていた）がある。統廃合は

「子どもたちの教育力向上のため」と正当化する詭弁はやめて、真に希望すれば小規模
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 校の良さを全生徒が享受できる「適正規模・適正配置ガイドライン案」への見直しこそ

すべきではないか。 

 

Ⅱ 都営アパートの建て替え時の住民の不安を和らげるため、また持続可能の社会へ 

 

 １．建て替えの対象住民では、独居の高齢者が多く介護が必要となる場合に、家族が

宿泊できない。現在予定している引っ越し先は一人部屋世帯の１ＤＫと決められている。 

しかし、狭小であり一つしか部屋がない。また体の大きい二人世帯では 40.48 ㎡の２

ＤＫ②に決められているが、日常の暮らしが圧迫され「住まいは人権」に逆行する。都

営住宅の建て替えにおいて、移転対象世帯数より移転先住宅数が多い場合、家賃支払い

が可能であり希望すれば一人世帯でも２ＤＫ②に、二人世帯でも２ＤＫ③に入居できる

よう求めるがどうか。 

 

 ２．住宅価格が高騰し、若い世代が日常生活を安心して過ごせるように、また都営住

宅の自治会の高齢化による自治会活動の疲弊を解決するために、建て替え時に一人暮ら

しの働き世代が都営住宅への入居ができるよう求めるがどうか。 

 

 ３．都営花畑第３アパートの建て替え計画の第３期移転から第５期移転において、希

望すれば一人世帯では２ＤＫ②に、二人世帯では２ＤＫ③に入居できるとし、一人世帯

の１ＤＫには苦学生、もしくは新就職 1 年生などのモデル入居の募集をするなど新しい

コミュニティ形成を図ること等、地域の安心、持続可能が図れる検証ができるよう区と

都が連携し、計画見直しではモデル的な取り組みを行えるよう求めるがどうか。 

 

 ４．都営住宅の新規建設の再開と建て替えによる増設「借り上げ都営住宅」を組み合

わせ、増設整備することを求めるがどうか。 

 

 ５．現在、40 年後に徐々に人口減となることを理由に、適正規模・適正配置ガイドラ

インが策定され学校統廃合の計画案が矢継ぎ早に報告されている。その対象地域ともな

っている地域は都営住宅が多く、建て替え計画も進んでいることから、区と都が人口増

に向けてこそ具体に議論するべきである。この地域の発展、持続可能な社会は、都営住

宅政策にかかっている。「住まいは人権」の理念のもと、世代のバランスがとれる入居を

促し、コミュニティづくり、地域が元気になる、高齢者の尊厳を守る、同時に人口が増

える施策を併せ持つ建て替え計画にし、継続して持続可能な取り組みに打って出ること

を求めるがどうか。 

 

 


